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前
号
か
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各
事
業
拠
点
の
特
徴

（
３
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の
特
徴

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
は
、
建
設

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
等
の
特
定
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
遂
行
の
た
め
に
だ
け
設
立
さ
れ
る
事

業
拠
点
で
あ
り
、
い
わ
ば
期
限
付
き
の

支
店
で
あ
る
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
が
営
み
う

る
活
動
は
、
当
該
特
定
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
遂
行
に
関
わ
る
行
為
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了

後
は
、
速
や
か
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ

ィ
ス
を
閉
鎖
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ

ィ
ス
は
、
特
定
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関

し
て
そ
の
た
め
だ
け
に
一
時
的
に
設
立

さ
れ
る
現
地
事
務
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

建
設
会
社
な
ど
が
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
等
の
た
め
に
一
時
的
な
拠
点
と
し

て
利
用
す
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
的
な
日
本
企

業
が
イ
ン
ド
進
出
の
た
め
の
事
業
拠
点

と
す
る
の
に
は
不
向
き
で
あ
る
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
は
、
そ
の

経
費
を
本
社
か
ら
の
送
金
ま
た
は
自
ら

の
所
得（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
受
注
の
対
価
）

に
よ
り
賄
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
独
自

に
借
入
れ
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。

　

ま
た
、
駐
在
員
事
務
所
・
支
店
と
同

様
、
毎
年
会
計
監
査
を
受
け
る
と
と
も

に
税
務
申
告
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
は
、
い
わ
ば
期

限
付
き
の
支
店
で
あ
り
、
存
続
し
て
い

る
間
は
そ
の
目
的
で
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
関
し
て
営
利
的
な
事
業
活
動
を
行

う
こ
と
か
ら
、
恒
久
的
施
設
（Perm

a-
nent Establishm

ent

〈
Ｐ
Ｅ
〉）
に
該

当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
企
業
が

イ
ン
ド
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
を

通
じ
て
イ
ン
ド
国
内
で
得
た
所
得
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
イ
ン
ド
国
内
に

お
け
る
課
税
対
象
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、
自
己
使
用
目
的
（
オ
フ
ィ

ス
等
の
た
め
）
に
不
動
産
を
賃
借
す
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
不
動
産

を
取
得
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
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（
４
）
会
社
の
特
徴

①
　
一
般
的
な
特
徴

　

日
本
企
業
を
含
む
イ
ン
ド
非
居
住
者

は
、
イ
ン
ド
の
会
社
法
で
あ
る
一
九
五

六
年
会
社
法
（Com

panies A
ct, 1956

〈
以
下
「
イ
ン
ド
会
社
法
」
と
い
う
〉）

に
基
づ
き
、イ
ン
ド
国
内
に
現
地
法
人
、

合
弁
会
社
等
の
会
社
（com

pany

）
を

設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
会

社
の
場
合
、
新
規
に
設
立
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
既
存
の
イ
ン
ド
の
会
社
の
株

式
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
会

社
に
出
資
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

会
社
は
、
唯
一
出
資
持
分
の
概
念
が

あ
る
事
業
拠
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
支

店
、
駐
在
員
事
務
所
、
お
よ
び
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
は
、
外
国
会
社
の
一

部
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
し
た
が
っ
て

一
〇
〇
％
外
国
資
本
で
あ
る
と
み
な
さ

れ
る
）、
イ
ン
ド
の
外
国
直
接
投
資
規

制
上
、
自
動
ル
ー
ト
（
注
１
）
ま
た
は

政
府
ル
ー
ト
（
注
２
）
に
よ
る
出
資
上

限
が
一
〇
〇
％
未
満
で
あ
る
業
種
に
つ

い
て
は
、
唯
一
選
択
で
き
る
事
業
拠
点

と
な
る
。
例
え
ば
、
保
険
事
業
に
つ
い

て
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
末
現
在
、
二

六
％
が
外
資
に
よ
る
出
資
上
限
と
さ
れ

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
日
本
の
保
険
会

社
が
イ
ン
ド
に
支
店
を
出
す
こ
と
は
認

め
ら
れ
な
い
。

　

会
社
は
、
原
則
と
し
て
活
動
内
容
に

つ
い
て
の
制
限
が
な
く
、
定
款
上
の
事

業
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
自
由
な
活

動
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
が
、

活
動
内
容
が
制
限
さ
れ
て
い
る
支
店
、

駐
在
員
事
務
所
お
よ
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

オ
フ
ィ
ス
と
、
会
社
と
の
最
大
の
相
違

で
あ
り
、
ま
た
会
社
の
利
点
で
あ
る
。

会
社
で
し
か
営
め
な
い
典
型
的
な
活
動

と
し
て
は
、
イ
ン
ド
国
内
に
工
場
を
保

有
し
て
現
地
製
造
を
行
う
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
時
点
ま
た

は
将
来
的
に
イ
ン
ド
で
現
地
製
造
を
行

う
こ
と
を
意
図
し
て
イ
ン
ド
に
事
業
拠

点
を
設
立
す
る
場
合
、
会
社
を
選
択
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

会
社
は
、
そ
の
活
動
に
必
要
な
経
費

を
親
会
社
か
ら
の
出
資
ま
た
は
自
ら
の

事
業
活
動
に
よ
る
利
益
に
よ
っ
て
賄
う

こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
独
自
に
借
入
れ

を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
外

国
か
ら
借
入
れ
を
行
う
場
合
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ

（External Com
m

ercial Borrow
ing

）

規
制
が
適
用
さ
れ
、そ
の
借
入
資
金
は
、

原
則
と
し
て
設
備
投
資
の
た
め
だ
け
に

使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
会
社
が
得
た
利
益
は
、
技
術
ラ

イ
セ
ン
ス
契
約
に
基
づ
く
ラ
イ
セ
ン
ス

フ
ィ
ー
の
支
払
い
、
ま
た
は
株
式
の
利

益
配
当
と
い
う
形
で
、
一
九
九
九
年
外

国
為
替
管
理
法（Foreign Exchange 

M
anagem

ent A
ct, 1999

）
の
規
定
に

従
い
、
原
則
と
し
て
自
由
に
株
主（
親
会

社
）に
還
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
会
社
法
に
従
っ
て
設
立
さ
れ

た
会
社
は
、
た
と
え
一
〇
〇
％
外
国
資

本
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
会
計
上
お
よ

び
税
務
上
は
イ
ン
ド
居
住
者
と
し
て
イ

ン
ド
の
内
国
資
本
に
よ
る
会
社
と
同
一

に
扱
わ
れ
、
会
計
監
査
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
、
ま
た
内
国
法
人
と
し
て
税
務

申
告
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

二
〇
一
一
年
現
在
の
会
社
に
対
す
る

実
効
税
率
は
三
二
・
四
四
五
％
（
法
人

税
率
三
〇
％
に
五
％
の
課
徴
金
率
を
乗

じ
、
さ
ら
に
三
％
の
教
育
目
的
税
を
乗

ことうら・りょう　 2002年京都大学法学部卒業。2003年弁
護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2009
年コロンビア大学ロースクールLL.M。2010年ニューヨーク州
弁護士登録。インド現地の法律事務所での勤務経験を生かし、
日本企業によるインドへの進出、現地企業買収、契約締結、労務
管理、知的財産権管理等に関するアドバイスを多数行っている。

インド進出における法務の基礎知識

（注１）インド準備銀行に対する事後報告のみで外国直接投資（FDI）を行うことができる場合をいう。

（注２）インド政府（FIPBまたはCCEA）の事前承認を得なければ外国直接投資（FDI）が認められない場合をいう。

じ
た
税
率
）
で
あ
り
、
課
税
対
象
所
得

が
一
〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
を
下
回
る
場
合

の
法
人
税
率
は
三
〇
・
九
％
と
な
る
。

ま
た
、
会
計
上
の
利
益
の
一
八
・
五
％

が
法
人
税
額
（
控
除
等
を
含
め
た
算
出

額
）
を
上
回
る
場
合
、最
低
代
替
税
（M

i-
nim

um
 A

lternate T
ax

〈
Ｍ
Ａ
Ｔ
〉）

と
し
て
、
当
該
利
益
の
二
〇
％
（
最
低

代
替
税
率
一
八
・
五
％
に
五
％
の
課
徴

金
率
を
乗
じ
、
さ
ら
に
三
％
の
教
育
目

的
税
を
乗
じ
た
税
率
）
を
納
税
す
る
必

要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
課
税
所
得
が
一

〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
を
下
回
る
場
合
、
課

徴
金
は
課
さ
れ
ず
、
最
低
代
替
税
の
税

率
は
一
九
・
〇
五
五
％
（
最
低
代
替
税

率
一
八
・
五
％
に
三
％
の
教
育
目
的
税

を
乗
じ
た
税
率
）
と
な
る
。
納
め
た
最
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低
代
替
税
と
法
人
税
と
の
差
額
は
、
一

〇
年
間
繰
越
可
能
な
タ
ッ
ク
ス
・
ク
レ

ジ
ッ
ト
（T

ax Credit

）
と
し
て
、
次

年
度
以
降
の
法
人
税
と
相
殺
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

会
社
は
、
そ
の
活
動
の
た
め
に
イ
ン

ド
国
内
で
不
動
産
を
賃
借
す
る
こ
と
、

お
よ
び
不
動
産
を
取
得
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
支
店
と
同

様
、
取
得
で
き
る
不
動
産
は
、
そ
の
活

動
に
必
要
な
も
の（
オ
フ
ィ
ス
目
的
等
）

に
限
ら
れ
、
例
え
ば
投
資
目
的
等
で
不

動
産
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
　
会
社
の
種
類
と
特
徴

ア　

会
社
の
種
類

　

イ
ン
ド
会
社
法
上
、
会
社
に
は
、

▼
有
限
責
任
会
社
（lim

ited com
pany

）

▼ 

保
証
付
有
限
会
社
（com

pany lim
i-

ted by guarantee

）

▼ 
無
限
責
任
会
社
（unlim

ited com
-

pany
）

の
三
種
類
が
あ
る
。

　

有
限
責
任
会
社
と
は
、
出
資
者
（
株

主
）
が
そ
の
出
資
の
限
度
で
責
任
を
負

う
会
社
を
い
い
、
日
本
法
上
の
株
式
会

社
に
相
当
す
る
。
日
本
企
業
が
イ
ン
ド

に
会
社
を
設
立
す
る
場
合
に
は
、通
常
、

有
限
責
任
会
社
が
選
択
さ
れ
る
。

　

有
限
責
任
会
社
は
、
そ
の
資
本
金
額

や
定
款
規
定
に
よ
り
、
さ
ら
に
非
公
開

会
社
（private com

pany

）
と
公
開
会

社
（public com

pany

）
と
に
区
別
さ

れ
る
（
図
表
参
照
）。

　

非
公
開
会
社
は
、
比
較
的
少
額
の
資

本
金
を
有
し
、
少
数
の
株
主
お
よ
び
取

締
役
か
ら
成
る
緩
や
か
な
組
織
構
成
お

よ
び
組
織
運
営
が
認
め
ら
れ
て
い
る
会

社
形
態
で
あ
る
。
一
方
、
公
開
会
社
は
、

比
較
的
多
額
の
資
本
金
を
有
し
、
多
数

の
株
主
お
よ
び
取
締
役
か
ら
成
る
厳
格

な
組
織
構
成
お
よ
び
組
織
運
営
が
求
め

ら
れ
る
会
社
形
態
で
あ
る
。

　

こ
の
非
公
開
会
社
と
公
開
会
社
の
区

別
は
、
い
わ
ゆ
る
上
場
会
社
と
非
上
場

会
社
と
の
区
別
と
は
別
個
の
、
イ
ン
ド

会
社
法
（
お
よ
び
そ
の
法
源
で
あ
る
英

国
会
社
法
）
特
有
の
概
念
で
あ
り
、
日

本
の
会
社
法
上
の
「
公
開
会
社
（
日
本

会
社
法
２
条
５
号
）」
お
よ
び
「『
公
開

会
社
』
で
な
い
会
社
（
い
わ
ゆ
る
非
公

開
会
社
）」の
区
別
に
類
似
す
る
。な
お
、

イ
ン
ド
国
内
の
証
券
取
引
所
に
上
場
す

る
た
め
に
は
、非
公
開
会
社
の
要
件（
後

記
イ
）
の
一
つ
で
あ
る
株
式
の
譲
渡
制

限
規
定
が
附
属
定
款
か
ら
削
除
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
イ
ン
ド
の
上
場
会

社
は
す
べ
て
公
開
会
社
で
あ
る
。

　

会
社
を
非
公
開
会
社
と
し
て
設
立
す

る
か
公
開
会
社
と
し
て
設
立
す
る
か
は
、

原
則
と
し
て
会
社
を
設
立
す
る
発
起
人

（prom
oter

）
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
が
、
銀
行
・
保
険
会
社
等
、
い
わ

ゆ
る
業
法
規
制
を
受
け
る
業
種
に
つ
い

て
は
、
公
開
会
社
と
し
て
の
設
立
が
義

務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

イ
ン
ド
会
社
法
上
、
非
公
開
会
社
の

商
号
に
は
、
原
則
と
し
て
「Private Li-

m
ited

」
と
い
う
文
言
を
入
れ
る
必
要

が
あ
り
、
公
開
会
社
の
商
号
に
は
「Li-

m
ited

」
と
い
う
文
言
を
入
れ
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
ド
に
お
い

て
設
立
さ
れ
た
会
社
が
非
公
開
会
社
か

公
開
会
社
か
は
、
通
常
は
商
号
を
見
る

だ
け
で
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ　

非
公
開
会
社

　

イ
ン
ド
会
社
法
上
、非
公
開
会
社
は
、

以
下
の
要
件
を
満
た
す
会
社
と
定
義
さ

れ
て
い
る
。

ａ　

資
本
金
が
一
〇
万
ル
ピ
ー
以
上

か
つ
、

ｂ 　

附
属
定
款
（Articles of Asso-

ciation

）
に
次
の
す
べ
て
の
規
定
が

あ
る
会
社

　

⒤　

株
式
譲
渡
の
制
限

　

ⅱ 　

株
主
数
の
上
限
を
五
〇
人
以
下

（
た
だ
し
、
会
社
の
経
営
者
兼
株

主
は
こ
の
人
数
に
含
ま
な
い
）
に

制
限

　

ⅲ 　

株
式
お
よ
び
社
債
の
公
募
発
行

の
禁
止

　

ⅳ 　

株
主
、
取
締
役
ま
た
は
そ
れ
ら

の
親
族
以
外
の
個
人
か
ら
の
借
入

れ
の
禁
止

図表　非公開会社と公開会社の主要な相違

非公開会社 公開会社

商号の末尾 Private Limited Limited

要　件

①　資本金が10万ルピー以上　かつ、
② 　附属定款（Articles of Association） に

次のすべての規定がある
　⒤　株式譲渡の制限
　ⅱ　株主数の上限を50人以下
　ⅲ　株式および社債の公募発行の禁止
　ⅳ 　株主、取締役またはそれらの親族

以外の個人からの借入れの禁止

①　資本金が50万ルピー以上　かつ、
② 　非公開会社に該当しないか、または
「非公開会社でない会社の子会社である
非公開会社（"a private company which 
is a subsidiary of a company which 
is not a private company"）」に該当す
る会社

組織構成
・株主…最低2人
・取締役…最低2人
・監査委員会の設置不要

・株主…最低7人
・取締役…最低3人
・監査委員会の設置必要

組織運営 公開会社に適用される多くの手続規定、
コンプライアンス規定の適用が免除

厳格な組織運営およびコンプライアンス
規制
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ａ
の
要
件
に
つ
い
て
、
資
本
金
一
〇

万
ル
ピ
ー
未
満
で
の
有
限
責
任
会
社
の

設
立
は
、
イ
ン
ド
会
社
法
上
認
め
ら
れ

て
い
な
い
た
め
、
実
質
的
に
は
非
公
開

会
社
の
要
件
は
ｂ
の
み
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ｂ
の
要
件
に
つ
い
て
、
前
記

ⅰ
〜
ⅳ
の
内
容
が
す
べ
て
附
属
定
款
に

明
文
で
規
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
点
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え

事
実
と
し
て
、
株
主
が
五
〇
人
以
下
で

あ
っ
た
り
、
株
主
、
取
締
役
ま
た
は
そ

れ
ら
の
親
族
以
外
の
個
人
か
ら
の
借
入

れ
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
状
態

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

非
公
開
会
社
の
要
件
は
満
た
さ
な
い
。

あ
く
ま
で
附
属
定
款
に
前
記
各
要
件
が

文
言
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
。

ウ　

公
開
会
社

　

一
方
、
公
開
会
社
は
以
下
の
要
件
を

満
た
す
会
社
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

ａ　

資
本
金
が
五
〇
万
ル
ピ
ー
以
上

か
つ
、

ｂ　

非
公
開
会
社
に
該
当
し
な
い
か
、

ま
た
は
「
非
公
開
会
社
で
な
い
会
社
の

子
会
社
で
あ
る
非
公
開
会
社（a private 

com
pany w

hich is a subsidiary 
of a com

pany w
hich is not a private 

com
pany

）」
に
該
当
す
る
会
社

　

ａ
の
要
件
に
つ
い
て
、
資
本
金
が
五

〇
万
ル
ピ
ー
未
満
の
公
開
会
社
の
設
立

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。し
た
が
っ
て
、

公
開
会
社
の
要
件
も
、
実
質
的
に
は
ｂ

の
み
で
あ
る
。

　

ｂ
は
い
わ
ゆ
る
み
な
し
公
開
会
社
規

制
で
あ
り
、
詳
細
は
後
記
の
と
お
り
で

あ
る
。

エ　

非
公
開
会
社
と
公
開
会
社
の
相
違

　

公
開
会
社
と
非
公
開
会
社
で
は
、
株

主
や
取
締
役
の
最
低
必
要
人
数
が
異
な

る
な
ど
、
組
織
構
成
面
に
お
い
て
相
違

が
あ
る
。
例
え
ば
、
公
開
会
社
に
つ
い

て
は
最
低
で
も
七
人
の
株
主
お
よ
び
三

人
の
取
締
役
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
非
公
開
会
社
で
は
最
低
二
人

の
株
主
お
よ
び
二
人
の
取
締
役
で
足
り

る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
公
開
会
社
に
お

い
て
は
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

監
査
委
員
会（audit com

m
ittee

）（
注

３
）
の
設
置
も
、
非
公
開
会
社
に
お
い

て
は
不
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
非
公
開
会
社
に
は
公
開
会
社

に
適
用
さ
れ
る
多
く
の
手
続
規
定
、
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
定
の
適
用
が
免
除

さ
れ
る
な
ど
、
非
公
開
会
社
と
公
開
会

社
で
は
、
組
織
運
営
面
に
つ
い
て
も
相

違
が
あ
る
。
例
え
ば
、
株
主
総
会
の
招

集
、
定
足
数
、
議
決
権
行
使
等
に
つ
い

て
強
行
規
定
（
条
文
上
「
附
属
定
款
で

別
の
定
め
が
で
き
る
」
と
明
文
で
規
定

（注３） 取締役会決議において定められた監査委員会規約に基づき、業務
監査および会計監査を行う委員会をいう。その権限は、日本法上
の委員会設置会社における監査委員会に類似する。

さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
附
属
定
款

で
別
の
定
め
を
し
た
と
し
て
も
無
効
と

す
る
規
定
）
は
、
非
公
開
会
社
に
は
適

用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
第
三
者
に
対
す

る
新
株
発
行
は
、
公
開
会
社
で
は
原
則

と
し
て
株
主
総
会
特
別
決
議
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
非
公
開
会
社

で
は
取
締
役
会
決
議
の
み
で
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
他
、
非
公
開
会
社
に

つ
い
て
は
、
各
種
行
為
に
つ
い
て
の
イ

ン
ド
中
央
政
府
の
事
前
承
認
取
得
義
務

の
免
除
、
役
員
報
酬
の
上
限
規
定
の
免

除
、
他
の
会
社
へ
の
貸
付
や
他
の
会
社

の
株
式
の
購
入
規
制
の
免
除
等
、
多
く

の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
定
が
免
除
さ

れ
て
い
る
。

オ　

み
な
し
公
開
会
社
規
制

「
非
公
開
会
社
で
な
い
会
社
の
子
会
社

で
あ
る
非
公
開
会
社
」
を
公
開
会
社
と

み
な
す
と
い
う
イ
ン
ド
会
社
法
上
の
規

定
は
、
親
会
社
が
日
本
法
人
そ
の
他
の

外
国
法
人
で
あ
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ

る
。
親
会
社
と
な
る
会
社
が
イ
ン
ド
法

上
公
開
会
社
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、

当
該
日
本
企
業
が
イ
ン
ド
で
設
立
さ
れ

た
と
仮
定
し
て
、
公
開
会
社
の
要
件
を

満
た
す
か
ど
う
か
に
よ
り
判
断
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
（
そ
の
結
果
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
の
日
本
企
業
は
、
イ
ン
ド
法
上

公
開
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
）。

　

た
だ
し
、「
非
公
開
会
社
で
な
い
会

社
の
子
会
社
で
あ
る
非
公
開
会
社
」
に

該
当
す
る
会
社
で
あ
っ
て
も
、
当
該
会

社
の
株
式
が
、
単
一
ま
た
は
複
数
の
外

国
法
人（one or m

ore bodies corpo-
rate incorporated outside India

）

に
よ
り
一
〇
〇
％
保
有
さ
れ
て
い
れ
ば
、

当
該
会
社
は
非
公
開
会
社
と
し
て
扱
わ

れ
る
。
こ
の
例
外
規
定
に
基
づ
き
、
日

本
法
人
そ
の
他
の
外
国
法
人
が
単
独
ま

た
は
複
数
で
イ
ン
ド
に
完
全
子
会
社
と

し
て
現
地
法
人
を
設
立
す
る
場
合
、
当

該
現
地
法
人
が
非
公
開
会
社
の
要
件
を

満
た
し
て
い
れ
ば
、
当
該
現
地
法
人
は

非
公
開
会
社
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　

み
な
し
公
開
会
社
規
制
が
適
用
さ
れ

る
会
社
は
、
公
開
会
社
と
同
様
の
組
織

運
営
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
制
に
服

す
る
。
た
だ
し
一
般
に
、
み
な
し
公
開

会
社
規
制
が
適
用
さ
れ
る
会
社
で
あ
っ

て
も
、
組
織
構
成
面
お
よ
び
登
記
面
に

お
い
て
は
非
公
開
会
社
と
し
て
扱
わ
れ
、

公
開
会
社
と
し
て
設
立
、
登
記
す
る
必

要
ま
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。 


